
罹災証明書の申請
災害（火災を除く）による家屋の倒壊などの被害にあわれた場合に被害
の程度の証明を行います。
※主に税の減免又は猶予や被災者支援等に使用されます。

災害発生

罹災届出証明書の申請
家屋以外の場合や被害と災害の因果関係が確認できない家屋の場合に、
被害があったという届出がされたことについて証明を行います。
※お使いの保険会社様への申請等に使用します。
罹災届出証明書にて手続きが可能か保険会社にご確認ください。

被災したのは家屋か

被害の程度が
確認できる状況か

使用用途は
税の減免・行政の支援等

被害は大きい規模か

証明書の使用用途を確認ください
使用用途によって要件が異なりますので
以下の各担当窓口にご確認ください

自己判定方式 住家の被害の程度が明らかに軽微であり、申
請者が「準半壊に至らない（一部損壊）」という被害の程度に
同意する場合は自己判定方式（写真による判定）を行います。

実地調査判定 申請受付後に現地調査を行い、後日、判定結果
（証明）を発行いたします。

危機管理課へ

市民課もしくは
最寄りの支所へ

罹災届出証明書及び罹災証明書の申請に係るフローチャート
以下の証明書の申請は、被災日より期間が空いてしまうとその災害で被害を受
けたものかどうか判断できなくなります。災害発生後、写真を撮影し、なるべ
く早く担当窓口あてに申請ください。

はい

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

【申請に必要なもの】
①被害状況の写真、②本人確認書類
※申請者と別世帯の家屋の場合は委任状

いいえ

市県民税 市民税課 �048-259-7634、7635、7636
固定資産税 固定資産税課 �048-259-7640、7641
国民健康保険料 国民健康保険課 �048-259-7669
介護保険料 介護保険課 �048-259-7295
確定申告など 川口税務署 �048-252-5141
災害見舞金等 福祉総務課 �048-259-7647

【各担当窓口】

市民課
�048－271－9259

�048－242－6357


